
年金積立金管理運用独立行政法人の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　② 平成26年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び

   導入実績を含む。）

平成26年度の特別手当については、見直し前の役員給与規程に基づいて、業績評価の

結果等により増減することができることとしており、厚生労働省独立行政法人評価委員会が

行う平成25年度業績評価の結果等を勘案のうえ、支給した。

当法人の役員報酬については、平成25年12月に閣議決定された「独立行政法人

改革等に関する基本的な方針」において、高度で専門的な人材確保ができるよう、

給与水準の弾力化を検討することとされ、給与体系の見直しが求められた。この

ため、第三者的な観点から市場等の報酬水準を勘案して見直しを行うよう専門の

コンサルタント会社（タワーズワトソン株式会社）を活用し、その提言に則し、

役員給与規程の見直しを実施し（平成27年１月１日から適用）、役員の報酬水準

については以下のとおり設定した。

① 理事長については、当法人の職務内容に関して日本銀行とその他公的金融

機関（日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、日本貿易保険、住宅金融支援

機構、国際協力銀行）との比較評価を踏まえ、民間の資産運用業界のトップ

（CEO）の報酬水準も参考としつつ設定した。

・日本銀行の平成25年度総裁の年収：3,422万円

・その他公的金融機関の長の平均年収：2,232万円

・民間の資産運用業界のCEOの報酬水準：日系・外資系を含む資産運用業界

全体の中央値は、8,250万円、外資系の中央値（推定）は12,140万円

② CIO（最高投資責任者）を兼ねる理事については、高度で専門的な人材を

確保するためには、民間の資産運用業界の報酬水準に見合う水準を設定する

必要性があることから、民間の資産運用業界のCIOの報酬水準を参考にしつつ、

理事長を超えない範囲内で設定した。

・民間の資産運用業界のCIOの報酬水準：日系・外資系を含む資産運用業界

全体の中央値は、3,920万円、外資系の中央値（推定）は7,540万円

③ 監事については、理事長同様に他の公的金融機関の水準を参考とした。

・日本銀行の平成25年度の監事の年収：1,533万円

・その他公的金融機関の監事の平均年収：1,456万円

（＊）民間資産運用業界の市場水準は、金融機関における役職員報酬のデータ

ベースを販売する民間調査会社のデータに基づくものである。
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　③ 役員報酬基準の内容及び平成26年度における改定内容

法人の長

理事

監事

【平成26年度の基準】

給与は、俸給月額、調整手当、通勤手当及び特別手当から構成されている。

特別手当については、特別手当基礎額（俸給＋調整手当＋俸給×100分の

25＋（俸給＋調整手当）×100分の20）に国家公務員の指定職に準じた割合（平

成26年度においては、6月に100分の140、12月に100分の170）を乗じ、さらに基

準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得

た額としている。

なお、この額は厚生労働省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果

等を考慮し、増額又は減額することができることとしている。

【平成26年度の改定内容】

・一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の改正に準拠し

特別手当の支給率の引き上げ（年間0.15月分）を実施した。

・前述のとおり、閣議決定を踏まえた改正を行い（平成27年1月1日）、以下の

とおり実施した。

① 俸給月額について、1,044千円から1,686千円に引き上げを実施した。

② 調整手当について、125千円から202千円に引き上げを実施した。

（俸給月額の引き上げに連動）

【平成26年度の基準】

法人の長に同じ。

【平成26年度の改定内容】

・給与法の改正に準拠し特別手当の支給率の引き上げ（年間0.15月分）を

実施した。

・閣議決定を踏まえた見直しを行った結果、具体的な俸給月額等は従前の

水準のまま据え置くこととした。

【平成26年度の基準】

法人の長に同じ。

【平成26年度の改定内容】

・給与法の改正に準拠し特別手当の支給率の引き上げ（年間0.15月分）を

実施した。

・CIO（最高投資責任者）を兼ねる理事については、法人の長と同様に

閣議決定を踏まえた改正を行い、以下のとおり実施した。

① 俸給月額について、851千円から1,632千円に引き上げを実施した。

② 調整手当について、102千円から196千円に引き上げを実施した。

（俸給月額の引き上げに連動）

・なお、省庁からの現役出向の理事については従前の水準のまま据え置く

こととした。
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監事

（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成26年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,480 14,454 5,159
1,734
133

（調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,991 7,736 4,205
928
121

（調整手当）
（通勤手当） 27.1.4

千円 千円 千円 千円

5,317 4,748 0
570
0
（調整手当）
（通勤手当） 27.1.5

千円 千円 千円 千円

12,293 8,640 2,433
1,037
183

（調整手当）
（通勤手当） 26.4.1

千円 千円 千円 千円

2,640 2,640 0
0
0
（調整手当）
（通勤手当）

注１：「調整手当」とは、民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して支給している。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行

      政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

注３：単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。

B監事
（非常勤）

A理事 ◇

B理事

A監事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

理事長 ※

【平成26年度の基準】

給与は、俸給月額のみで構成されており、その額は、220千円である。

【平成26年度の改定内容】

改定なし
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３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

法人の長

理事

前述のとおり、役員の給与については、閣議決定を踏まえ、第三者的な観点から

市場の報酬水準を勘案して給与規程の改正を行うよう専門のコンサルタント会社（タ

ワーズワトソン株式会社）を活用し、その提言に則し給与規程の見直しを行った。

（平成27年1月より適用。）

その提言によれば、当法人の業務は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金

の管理運用を行うことであるが、この年金積立金は、厚生年金と国民年金の将来の

給付財源となる極めて貴重なものであり、また、その額は130兆円を超える巨額なも

のとなっている。このような貴重かつ巨額な年金積立金の管理運用を担う当法人の

理事長の職責は極めて重く、資産運用や経済動向等に関する深い知見が求められ

るとともに、国会において年金積立金の運用状況を説明する機会も多く存在するな

ど、高度なコミュニケーション能力も必要とされる職務と評価されている。

このような重責を担う理事長の報酬については、日本銀行とその他公的金融機関

（日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、日本貿易保険、住宅金融支援機構、国

際協力銀行）との比較評価を踏まえ、民間の資産運用業界のトップ（CEO）の報酬

水準も参考としつつ設定しており、平成27年1月改正後の理事長の満年度ベースの

報酬額約3,100万円に対し、日本銀行総裁は3,422万円、その他公的金融機関の平

均は2,232万円、民間資産運用業界のCEOの報酬水準は8,250万円～12,140万円

であり、これらと比較するとその報酬水準は妥当なものと考える。

理事の報酬についても専門のコンサルタント会社を活用し、その提言に則し給与

規程の見直しを行った。（平成27年1月より適用。）

CIO（最高投資責任者）を兼ねる理事については、巨額な年金積立金の管理運用

を担う責任者として資産運用業務の第一線で豊富な経験を持つ高度で専門的な人

材とする必要があり、その報酬については、当該人材を確保するため、民間の資産

運用業界の報酬水準に見合う水準を設定する必要性があることから、民間の資産運

用業界のCIOの報酬水準を参考にしつつ、理事長を超えない範囲内で設定してお

り、平成27年1月改正後の理事の満年度ベースの報酬額約3,000万円に対し、民間

資産運用業界の報酬水準は3,920万円～7,540万円であることから、その報酬水準

は妥当なものと考える。
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監事

監事

（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成26年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

3,946 4 0 26.3.31 1.0

千円 年 月

該当者なし

注 ：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員

      でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

法人での在職期間

法人の長

理事

監事

監事
（非常勤）

常勤監事の報酬についても専門のコンサルタント会社を活用し、見直しの検討を

行った結果、従来の水準で据え置くこととした。

監事の報酬については、理事長同様、他の公的金融機関の水準と比較すると、満

年度ベースの報酬額約1,300万円に対し、日本銀行の報酬水準は1,533万円、その

他公的金融機関の平均は1,456万円であることから、その報酬水準は妥当なものと

考える。

非常勤監事の報酬については、常勤監事の報酬を基に出勤日数による調整を

行っており、その報酬水準は妥当なものと考える。

当法人の役員の給与については、平成25年12月に閣議決定された「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」において、高度で専門的な人材確保ができる

よう、給与水準の弾力化を検討することとされており、当法人の給与体系の改正が

求められていた。

このため、当法人においては第三者的な観点から市場の報酬水準を勘案して改

正を行うよう専門のコンサルティング会社を活用し、その提言に則し給与体系を見

直したと承知している。

具体的には金融機関の報酬水準についての客観的データ等を踏まえ、理事長、

理事、監事（非常勤含む）の報酬水準が設定されたものと理解しており、それぞれ

について妥当な報酬水準であると考える。

なお、改正された役員給与規程については、独立行政法人通則法の規定に基づ

き、厚生労働省独立行政法人評価委員会にご審議いただき、評価委員会として意

見はないとの回答を頂いており、こうした点からも妥当性は担保されていると考える。
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５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事 該当者なし

監事    業績勘案率は、厚生労働省独立行政法人評価委員会において1.0と決定された。

監事
（非常勤）

該当者なし

法人の長 該当者なし

判断理由

当法人においては、特別手当について平成18年度より、役員給与規程第10条第3項の規

定に基づいて、業績評価の結果等により増減することができることとしている。

また、平成27年1月1日施行の役員給与規程の改正において、上記に加え、法人全体の

運用目標（対ベンチマーク目標及び絶対収益率目標）の達成、不達成により特別手当の支

給割合を年間で0.06月分増減させる仕組みを導入した。（平成27年度に支給する特別手当

より適用）
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
    （業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

(1) 職員の業務への取組みや業務の成果などを評価する実績評価により、奨励手当に

反映させる。

(2) 職員の業務遂行能力を評価する能力評価により、昇給、昇格、人事配置等に活用

する。

当法人の職員給与については、平成25年12月に閣議決定された「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」において、高度で専門的な人材確保ができるよう、給与水準の弾

力化を検討することとされ、給与体系の見直しが求められた。このため、第三者的な観点か

ら市場等の報酬水準を勘案して改正を行うよう専門のコンサルタント会社（タワーズワトソン

株式会社）を活用し、その提言に則し、職員給与規程の見直しを実施し（平成27年１月１日

から適用）、職員の報酬水準については以下のとおり設定した。

運用を専門とする任期を限った専門職員（運用専門職員）については、高度で専門的な

人材を確保する観点から民間資産運用業界（日系中央値～外資中央値）の実態を踏まえ

た「市場水準」を基に本俸表を新設した。

また、正規職員についても民間資産運用業界から運用専門職員に準ずる優秀な人材の

採用ができるよう民間資産運用業界（日系最頻値）と比較して低い水準となっていた課長級

以上の本俸表の上限を高める改正を実施した。

（＊）民間資産運用業界の市場水準は、金融機関における役職員報酬のデータベースを

販売する民間調査会社のデータ及び前述のコンサルタント会社による当法人運用委託先

の役職員報酬の調査結果に基づくものである。

日系最頻値
（推定）

日系中央値 全体中央値 外資中央値
（推定）

部長級 1,550 1,640 1,930 2,470
課長級 1,260 1,320 1,400 1,610
課長代理級 1,020 1,100 1,100 1,230

主事級 800 880 910 1,030

民間資産運用業界（単位：万円）
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　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 45.9 8,415 6,248 192 2,167
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 45.9 8,415 6,248 192 2,167

　・　研究職種、医療職種及び教育職種については該当者がいないため、省略した。

　・　在外職員、再任用職員及び非常勤職員については、該当者がいないため省略した。

事務・技術

うち所定内
人員

常勤職員

うち賞与
平均年齢

平成26年度の年間給与額（平均）

総額
区分

【給与制度の内容】

職員の給与は、基本給（本俸、役職手当、扶養手当）及び諸手当（調整手当、時間

外勤務手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、住居手当、特別手当）から構成され

ている。このうち特別手当は、期末手当及び奨励手当としている。

期末手当については、期末手当基礎額（本俸+扶養手当+調整手当+管理職加算額+

等級別加算額）に国家公務員の例に準じて定める割合（平成26年度においては、6月

に100分の122.5（部長級は100分の102.5）、12月に100分の137.5（部長級は100分の

117.5））を乗じ、さらに基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ

た割合を乗じて得た額を支給している。

奨励手当については、奨励手当基礎額（本俸+本俸に係る調整手当+管理職加算額

+等級別加算額）に、その者の勤務成績に応じて理事長がその都度定める割合を乗じ、

さらに基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じた割合を乗じて

得た額を6月と12月に支給している。

【平成26年度の改定内容】

・給与法の改正に準拠し本俸表の引き上げ（平均0.3%）及び奨励手当の支給月数の

引き上げ（0.15月分）を実施した。

・前述のとおり、閣議決定を踏まえた改正を行い（平成27年１月１日）、以下のとおり

実施した。

① 民間資産運用機関等から高度で専門的な人材を採用できるよう運用専門職員

の雇用区分を新設（本俸表の設定）した。

② 正規職員については、民間資産運用業界から運用専門職員に準ずる優秀な人

材の採用ができるよう民間資産運用業界（日系最頻値）と比較して低い水準となっ

ていた課長級以上の本俸表の上限を高める改正を実施した。

（なお、課長代理以下については検討の結果、従来の本俸表を据え置いた。）

③ 正規職員については、能力評価による昇給の差を広げ、課長級以上について

は評価によっては降給することもある制度とした。
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

注1 ： 20-23歳及び24-27歳の年齢層については、該当者が存在しない。また、36-39歳の年齢層については、該当者が4人以下

     であるため、第1・第3 四分位は表示していない。

注2 ： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

（事務・技術職員）

平均

人 歳 千円 千円

　代表的職位

・本部課長 11 51.5 10,528

・本部主事 33 40.2 6,350

④  賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

％ ％ ％

60.6 58.4 59.4

％ ％ ％

39.4 41.6 40.6

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

64.6 62.6 63.5

％ ％ ％

35.4 37.4 36.5

％ ％ ％

         最高～最低

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

11,643～9,622

8,023～4,689

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

47.4～35.9　　

一般職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）
（平均）

37.7～32.0　　 41.6～33.5　　 38.8～32.8　　

管理職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）
（平均）

45.7～34.7　　 48.8～36.8　　

0
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15

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

20－23歳 24－27歳 28－31歳 32－35歳 36－39歳 40－43歳 44－47歳 48－51歳 52－55歳 56－59歳

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人員数 平均年間給与額 平均年間給与額（国） 第３四分位 第１四分位

（人）
（千円）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

119.2

103.2

114.6

99.4

４　モデル給与

○ 22歳（大卒初任給、独身）
    月額 194,300円     年間給与 3,128,000円
○ 35歳（主事、配偶者・子1人）
    月額 374,816円     年間給与 6,076,000円
○ 45歳（課長代理、配偶者・子2人）
    月額 536,254円     年間給与 8,626,000円

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置

   当法人においては、引き続き国家公務員の報酬水準を注視しつつ、適切な給与
水準の維持に努めていくが、一方で、平成25年12月に閣議決定された「独立行政法
人改革等に関する基本的な方針」において当法人に求められた高度で専門的な人
材の確保を進めていくため、民間資産運用業界の給与水準も踏まえ適切に対応し
ていく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

年齢勘案

年齢・地域勘案

年齢・学歴勘案

年齢・地域・学歴勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

当法人は、
①職員の勤務地が全員東京都特別区の勤務となっていること（国家公務員行政職
俸給表（一）の適用を受ける職員の1級地（東京都特別区）の割合は、29.6％（「平成
26年国家公務員給与等実態調査」）となっている。）
②職員の大卒者の割合（90.6％）が、国家公務員行政職俸給表(一)の適用を受ける
職員の大卒者の占める割合（53.6％）よりも高いこと（「平成26年国家公務員給与等
実態調査」）から、国家公務員の給与水準（年額）より高くなっているが、地域・学歴
勘案で見た場合、99.4ポイントと国家公務員を下回っているところである。

【主務大臣の検証結果】
　地域・学歴を勘案すると、給与水準が国家公務員より低い水準となっている。
今般、独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）
を踏まえ、高度で専門的な人材確保ができるよう、任期制・年俸制の導入も含めた
給与水準の弾力化が図られたところであり、当法人の給与水準はより妥当なものに
なったと言える。
　今後とも、当該給与水準に基づき高度で専門的な人材確保に努めていただくととも
に、国民の皆様に納得していただけるよう、しっかりと検証を行っていただきたい。

【国からの財政支出について】
当法人は国からの交付金はゼロであり、国からの財政支出はない。

【累積欠損額について（平成25年度決算）】
該当なし。

【管理職の割合】
25.0％（常勤職員数64名中16名）

【法人の検証結果】
   当法人の給与水準は、対国家公務員指数の年齢勘案では119.2ポイントと国家公
務員を上回るものの、年齢・地域・学歴勘案では、99.4ポイントと国家公務員を下
回っている。
   当法人は、管理職の割合が、25.0％と国の15.9％（平成26年国家公務員給与等
実態調査（行政職（一）6級以上））と比べやや高くなっているが、
・職員の勤務地が全員東京都特別区となっていること
・職員の大卒者の割合（90.6％）が、国（53.6％）よりも高いこと（「平成26年国家公務
員給与等実態調査（行政職俸給表（一）)」）
等の理由により、給与水準は、年齢・地域・学歴勘案で国家公務員を下回る水準と
なっている。

【大卒以上の割合】
90.6％（常勤職員数64名中58名）

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合】
2.3％（支出総額（一般管理費及び業務経費）31,169,433千円、給与報酬等支給総
額704,468千円）（平成26年度）
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ その他

最広義人件費
770,381 791,485 759,873 694,501 831,347

福利厚生費
90,495 90,554 85,286 79,217 101,001

非常勤役職員等給与
25,638 26,111 26,079 31,986

退職手当支給額
11,799 38,221 58,865 5,403

区　　分

給与、報酬等支給総額
642,449 636,599 589,643 577,895 704,468

21,932

3,946

○対前年度比における増減要因について

①給与、報酬等支給総額 21.9％

②退職手当支給額 △27.0％

③非常勤役職員等給与 △31.4％

④福利厚生費 27.5％

・①については、特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して講じていた給与減額支給措

置が平成25年度末に解除となったこと、職員の採用を行ったことにより支給人数が増加したこと、役

員の給与水準の改正を行ったこと（平成27年1月より）及び給与法の改正に準拠した改正（職員の本

俸表を平均0.3%引き上げ、役職員の特別手当の支給月数を0.15月分引き上げ）を行ったこと等に

よるもの。

・②及び③については、支給人数の減少によるもの。

なお、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に

基づき、職員について平成25年7月10日から以下の措置を講じている。

退職者一律で調整率を以下のとおり適用。

・平成25年9月30日まで 98/100

・平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 92/100

・平成26年7月1日以降 87/100

＊役員の退職手当については、平成24年度に改定済み。

・④については、給与報酬等支給総額が増えたことに連動し、社会保険料が増えたこと及び

健康保険料率及び介護保険料率の大幅な引き上げがあったこと等によるもの。

特になし。

従前より以下の2点を実施してきた。

① 職員の業務への取組みや業務の成果などを評価する実績評価により、奨励手当に反映させる。

② 職員の業務遂行能力を評価する能力評価により、昇給、昇格、人事配置等に活用する。

また、平成27年1月1日施行の職員給与規程の改正において、上記に加え、以下の各点も実施する。

③ 能力評価による昇給の差を広げ、管理職（４・５等級）については評価によっては降給することもある。

④ 奨励手当について、個人の実績評価に加え、法人全体の運用目標（対ベンチマーク目標及び

絶対収益率目標）の達成、不達成により支給割合を増減させる。
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